
生産緑地法
（昭和４９．６．１）最近改正 平成２９．５．１２ 法２６号

１．生産緑地地区内における一定の行為の制限

（１）生産緑地地区

「生産緑地地区」とは市街化区域内の農地や採草放牧地などを対象として良好な生活環境の確保や公共施設用地

の確保の観点からその計画的な保全を図るために都市計画において定められる地区です。

生産緑地地区の対象となる農地等は、現に農業の用に供されている農地の他採草放牧地や林業の用に供されてい

る森林、さらに漁業の用に供されている池沼が含まれます（法第２条第１号）。これらの農地等のうち � 都市

環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地に適したもの、� ５００㎡以上

の規模であるもの、� 農林漁業の継続が可能な条件を備えているもの、について指定することとされています

（法第３条第１項）。但し、市町村は必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、条例で、区域の規模

に関する条件を別に定めることができます（法第３条第２項）。

（２）制限の内容（法第８条第１項）

生産緑地地区内で建築物の新築や宅地の造成等の行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けな

ければなりません。

� 許可を受けなければならない行為

① 建築物その他の工作物の新築・改築又は増築

② 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更

③ 水面の埋立て又は干拓

� 許可基準

市町村長は、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認

めるものに限り、許可することができる定めになっています（同条第２項）。

① 次に掲げる施設で、生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの

イ 農産物、林産物又は水産物（以下「農産物等」という。）の生産又は集荷の用に供する施設

ロ 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

ハ 農産物等の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設

ニ 農林漁業に従事する者の休憩施設

② 次に掲げる施設で、当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地におけ

る農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

イ 生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造又

は加工の用に供する施設

ロ イの農産物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施

設

ハ イの農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設

③ 主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーショ

ンその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は

利用上必要なもの（施行令第５条）

一 農作業の講習の用に供する施設

二 管理事務所その他の管理施設

なお、都市計画法に定める田園住居地域内の生産緑地地区の区域内において、上記の施設設置又は管理に

係る許可があつたときは、都市計画法第５２条第１項（田園住居地域内における建築等の規制）についても、

許可があつたものとみなされます（同条第１０項）。
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� 適用除外

① 公共施設等の設置や管理にかかる行為

② その地区が生産緑地地区として都市計画に定められた際、既に着手していた行為など

（３）買取りの申出

① 原則（特定生産緑地に指定されなかった場合）

生産緑地に指定されてから３０年を経過する日（以下、「申出基準日」という。）又は農林漁業者が死亡又は

重度の障害者になったときは市町村長に時価による買取りの申出ができます（法第１０条）。この場合、市町

村長は自ら買い取るか又は買取り希望の公的団体を定めて買い取らせることとなっています（法第１１条）。

もし買い取ることができないときは農林漁業を希望する者にあっせんに努めることとなっています（法第

１３条）。しかし、こうして買取りの申出から３ヵ月が経過してもこれらの者に所有権の移転がなかったときは

建築行為等の制限が解除されます（法第１４条）。

なお、買取りの申出ができる要件がないときも特別の事情があれば買取り希望の申出ができます（法第１５

条）。この場合、市町村等は買い取らなくてもよく、またその場合でも行為制限は解除されません。

② 特定生産緑地に指定された場合

市町村長は、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、申出基準日以後においても良好な都

市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、所有者等の意向を基に特定生産緑地として指

定することができます。（法第１０条の２）。

この特定生産緑地に指定された場合、市町村に買取り申出ができる時期は、申出基準日から１０年延期され、

さらに１０年経過後は、改めて所有者等の同意により繰り返し１０年の延長ができます（法第１０条の３、第１０条

の５）。但し、特定生産緑地の指定は申出基準日までに行わなければなりません（法第１０条の２第２項）。

（４）確認方法

市町村は、生産緑地地区に関する都市計画が定められたときは、その地区内に、これを表示する標識を設置しな

ければならないので、それにより確認できます。また、都市計画の図書を都道府県又は市町村の事務所で閲覧でき

ます。
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